
 
 
                          

                       

 
                       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

◇緊急経営支援特別資金の融資あっせん 
  2000万円を上限に融資資金の利息の全額を区が負担します。 
  融資相談には予約が必要です。[産業観光課産業振興課 03－3463－2142] 
◇フードデリバリーキャンペーン 
  区内対象店舗に 1000円以上の注文で 500円相当のクーポンが付与されます。 
  [対象事業者] Uber Eats・ニコキャリ・Chompy・出前館・menu  詳しくは→ 
◇ひとり親家庭支援 
  児童育成手当を受給しているひとり親世帯の児童一人に 1 万円のクオカードが支給され

ます。６月 12日から通知され、申請は不要です。 
◇YOU MAKE SHIBUYAクラウドファンディング支援 
   商店会連合会、観光協会、渋谷未来デザインと渋谷区が実行委員会となり、地域経済活性

化のため、低迷する区内事業やエンターテイメント産業の支援事業にクラウドファンディ
ングでの資金調達を実施します。 

◇新型コロナあんしんチェックインサービス 
  区内公共施設や店舗等で感染者が発生した場合、同じ場所に居合わせた利用者に注意喚起

を LINEで通知するものです。 
施設利用時に(チェックイン) 
用のQRコードの登録が必要 
です。 
店舗等で登録を希望 
される方はこちらの 
QRで確認ください。 

 

HIROMI ODA 

 新型コロナウイルス感染症が国内で発生してから７ヶ月あまりが過ぎました。緊急事態宣
言による外出規制、学校、保育園等の休校休園や様々な公共施設の休館など、日常生活に影
響する大きなご負担をいただいてきましたが、未だ終息が見えない状況です。 

新型コロナウイルス感染症への渋谷区の主な取組み 
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新型コロナウイルス感染症に伴う 
事業者支援・個人支援について 
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業 
・個人事業主・区民の方々への助成金や緊急融資などの支援 
措置の概要や申込方法についてご案内します。 

事業者支援 

支援制度 内 容 問い合わせ先 

持続化給付金 個人事業主 100万円・法人 200万円 中小企業庁   TEL0570-78-3183 

家賃支援給付金 1ヶ月家賃分の 6か月分（上限あり） コールセンター TEL0120-653-930 

雇用調整助成金 企業が支払う休業手当に対して、上限 1日 15000円を助成 ハローワーク渋谷 TEL03-3476-8609 

新型コロナウィルス感染症 

特別貸付＋特別利子補給制度 

融資後の 3 年間まで実質無利子、据置期間は最長 5 年、既住債務の借

換も可能 

日本政策金融公庫渋谷支店 

TEL 03-3464-3311 

渋谷区緊急経営支援特別資金

の融資あっせん制度 

2000万円まで無利子で融資あっせん 渋谷区産業観光課 

TEL03-3463-2142 

税金・公共料金の猶予 

（個人含む） 

社会保険料・電気・水道・ガス・電話・NHKの料金の猶予 税務署、社会保険事務所、各事業者 

小学校休業等対応助成金 

（事業主） 

小学校等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者に有給休暇を

取得させた企業に対する助成金 

 

厚生労働省 

TEL0120-60-3999 小学校休業等対応支援金 

（フリーランスの方） 

小学校等が臨時休業した場合等に、子どもの世話を行うため、契約し

た仕事ができなくなった方への支援金 

 

個人支援 
支援制度 内 容 問い合わせ先 

特別定額給付金 1人 10万円給付 渋谷区特別定額給付金コールセンター 

TEL0120-225-188 

ひとり親世帯臨時特別給付金 1世帯 5万円、第 2子以降 1人につき 3万円、収入が減少した児童扶養

手当受給世帯等は 1世帯 5万円 

渋谷区子ども青少年課 

TEL03-3463-2558 

住宅確保給付金 収入減にともない住居を喪失するおそれのある人に、3か月間の家賃助

成を行う制度（最大 9か月まで延長可） 

渋谷区生活支援相談窓口 

TEL03-3463-2116 

緊急小口資金 休業収入減 20万円以内 

（据置期間 1年以内、返済期間２年以内、連帯保証人不要、無利子） 

 

渋谷区社会福祉協議会 

TEL03-5457-2200 

 

総合支援資金 

生活支援費 

失業収入減 単身世帯:月 15万円以内、複数世帯:月 20万円以内 

（原則 3か月以内、据置期間 1年以内、返済期間 10年以内、連帯保証

人不要、無利子） 

生活保護 収入が少なくて生活に困っている人などを生活保護法に基づく援助を

行う 

渋谷区生活福祉課 

TEL03-3463-2042 

高等教育の修学支援新制度 住民税非課税世帯、準ずる世帯の学生に授業料・入学金の免除、給付型

奨学金の支給 

各学校、独立行政法人日本学生支援機構

奨学金相談センター TEL0570-666-301 

学生支援緊急給付金 住民税非課税世帯の学生は 20万円、それ以外の学生は 10万円 各学校 

 

8月 5日(水)、立憲民主党渋谷会派から感染症対策としては 2度
目の要望書を提出しました。 
一 希望するすべての区民が、何度でも PCR 検査を受けることができる体制をつ

くること 
一 区内の高齢者、障がい者施設、保育施設職員、および学校、幼稚園の教職員、

また放課後クラブ職員等に対し、その居住地に関わらず優先して PCR 検査を
実施すること 

一 渋谷区で PCR 検査を行う医療機関および医療従事者に対し、区独自の財政的
支援を講じること 

一 東京都が新たに求める、酒を提供するすべての飲食店と、酒の提供の有無に関
わらないすべてのカラオケ店への営業時間の短縮要請について、それに応じる
事業者に対し区独自の協力金を上乗せ支援すること 

小 田 浩 美 
 お だ   ひ ろみ 

「新型コロナウイルス感染症対策要望書」を長谷部
区長に提出しました 


